
2
FEB
Vol. 439

2019

Topics：平成30年7月豪雨災害に伴う、
確認申請等手数料免除期間の延長について
平成30年度広島市民間ブロック塀等撤去
補助事業のご案内

建築士
事務所
協会報



戸坂の家

≪建物概要≫

≪設計主旨≫
退職後の自身の生活と、高齢のお母
様の生活の両方を視野に入れた建替え
である。
一階にはスロープやバリアフリーの
浴室を備える一方、二階は屋根形状を
活かした小屋裏空間になっている。山
小屋のような空間が欲しいというの
が、登山が好きな施主の数少ない要望
だった。
ブランコと桃色の壁紙を見てここは
子供部屋ですかと尋ねられる。とても
男勝りに見える施主の優しい内面を、
代弁する空間である。

：個人
：広島県広島市東区戸坂
：ｎｅｓｔ
：シバタ工業株式会社
：2017年10月～2018年2月
：木造在来工法二階建
：230.98㎡
：74.53㎡
：134.15㎡
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設計監理
施 工 者
工 期
構造規模
敷地面積
建築面積
延床面積

北側外観

山小屋のような二階の小屋裏空間

既存庭木を活かした庭と居間

高橋

渋川

今月の表紙
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■今月の表紙タイトルバック／日本の伝統色
　恋待蕾　こいまちつぼみ
　�きみは早や瑞々しくなり浅い春…蕗のとうの黄緑。
　若芽のあのソフトな黄緑が春を告げる。
　（十日町織物工業協同組合策定きもの誕生色より）



事 務 連 絡 

平成３０年１２月１９日 

 

各建築設計関係団体等の長 殿 

 

国土交通省 住宅局 建築指導課 

 

 

ＫＹＢ(株)及びカヤバシステムマシナリー(株)が製造した免震･制振ダンパー

を用いた建築物の調査における当面の安全性検証の方法について 

 

 日頃より、当課の建築指導行政の推進にご理解ご協力賜りありがとうございます。 

 さて、標記に関しては、平成３０年１０月２９日付け事務連絡において、ＫＹＢ(株)及びカヤ

バシステムマシナリー(株)(以下、｢同社｣という)から設計事務所等に検証作業依頼等があった場

合の協力依頼について周知をお願いしたところです。 

 本日、同社より、平成３０年１１月１５日に公表した不適切行為(追加事象)に関し、追加事象

の内容、対象物件数の修正等の報告があったことを踏まえ、国土交通省は同社に追加事象の影響

を踏まえた構造安全性の検証の実施を指示したところですが、併せて｢追加事象の影響を踏まえ

た当面の構造安全性検証における減衰力特性値の算出等について｣を別添のとおり定め、同社に

送付しました。 

 今後、同社から設計者へ、追加事象の影響を踏まえた検証の見直しの依頼又は追加物件の検証

の依頼がされることとなりますので、貴団体におかれましては別添の内容及び当該依頼がされる

こととなることをご承知おきいただくとともに、貴団体所属の関係する事業者、団体及び建築士

に周知して頂きますようお願い申し上げます。  

  

 

 

追加事象の影響を踏まえた当面の構造安全性検証における減衰力の特性値の算出等について 

分類 

｢ＫＹＢ(株)及びカヤバシステムマシナリー(株)が製造した免震･制振

ダンパーを用いた建築物の調査における当面の安全性検証の方法につ

いて｣(平成３０年１０月２９日付け事務連絡の別紙)との関係 

特性値の判明の有無の扱い 
減衰力の特性値(減衰係数

C1,C2)の算出方法 

<免震> 

○ 検査機のデータ解析結果に基づき、大

臣認定または顧客との契約の内容に

適合しないことが明らかなもの 

<制振> 

○ 検査員証言･手書き記録または検査機

のデータ解析結果に基づき、顧客との

契約に適合しないとされたもの 

 

｢① 特性値が判明しているも

の｣と扱う 

 

減衰力の最大荷重値の｢(圧＋伸)/

２｣を用いて荷重-速度グラフを作成 

<免震> 

○ 検査員証言･手書き記録に基づき、係

数書換えの有無及び係数書換えがあ

った場合の係数が特定されるもの

(検査機のデータ解析結果が得られ

たものを除く) 

<制振> 

○ 該当なし 

 

｢① 特性値が判明しているも

の｣とみなした場合の値と｢② 

特性値がわからないもの｣とみ

なした場合の値を比較する 

 

減衰力の最大荷重値の｢(圧＋伸)/

２｣及び 特性値の判明しているダン

パーを母集団※とする｢減衰力の最大

荷重値(圧･伸別)に関する平均値±

３σ｣のうち最大･最小のものを用い

て荷重-速度グラフを作成 

<免震> 

○ 上記以外のもの(検査機のデータ解

析結果に基づき、大臣認定及び顧客

との契約の内容に適合することが明

らかなものを除く) 

<制振> 

○ 上記以外のもの(検査員証言･手書き

記録または検査機のデータ解析結果

に基づき、顧客との契約に適合する

とされたものを除く) 

 

｢② 特性値がわからないもの｣

と扱う 

 

特性値の判明しているダンパーを母

集団※とする｢減衰力の最大荷重値

(圧･伸別)に関する平均値±３σ｣を

算出し、これを用いて荷重-速度グラ

フを作成 

※ ３σ を算出する際の母集団には、検査機のデータ解析結果に基づき係数書換えの有無及び係数書換えがあった場合の係数(以

下、｢係数の値｣という)並びに原点調整の有無を特定したもの、検査員証言･手書き記録(2000KN 検査機による検査に係る手書

き記録を除く)に基づき係数の値及び原点調整をしていないこと(｢(圧側 2 波の最大値と伸び側 2 波の最大値の差)／平均減衰

力｣が一定数値以上となることをもって原点調整をしていないとみなしたものを含む)を特定したものを含めるものとする。 

(注) 追加事象の公表前等に、より絶対値の大きい減衰力の特性値を用いての構造安全性検証を完了している物件については、構造

再計算は不要であり、構造再計算の要否についての第三者機関からの見解の取得も不要である。 

 

別添 
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追加事象の影響を踏まえた当面の構造安全性検証における減衰力の特性値の算出等について 

分類 

｢ＫＹＢ(株)及びカヤバシステムマシナリー(株)が製造した免震･制振

ダンパーを用いた建築物の調査における当面の安全性検証の方法につ

いて｣(平成３０年１０月２９日付け事務連絡の別紙)との関係 

特性値の判明の有無の扱い 
減衰力の特性値(減衰係数

C1,C2)の算出方法 

<免震> 

○ 検査機のデータ解析結果に基づき、大

臣認定または顧客との契約の内容に

適合しないことが明らかなもの 

<制振> 

○ 検査員証言･手書き記録または検査機

のデータ解析結果に基づき、顧客との

契約に適合しないとされたもの 

 

｢① 特性値が判明しているも

の｣と扱う 

 

減衰力の最大荷重値の｢(圧＋伸)/

２｣を用いて荷重-速度グラフを作成 

<免震> 

○ 検査員証言･手書き記録に基づき、係

数書換えの有無及び係数書換えがあ

った場合の係数が特定されるもの

(検査機のデータ解析結果が得られ

たものを除く) 

<制振> 

○ 該当なし 

 

｢① 特性値が判明しているも

の｣とみなした場合の値と｢② 

特性値がわからないもの｣とみ

なした場合の値を比較する 

 

減衰力の最大荷重値の｢(圧＋伸)/

２｣及び 特性値の判明しているダン

パーを母集団※とする｢減衰力の最大

荷重値(圧･伸別)に関する平均値±

３σ｣のうち最大･最小のものを用い

て荷重-速度グラフを作成 

<免震> 

○ 上記以外のもの(検査機のデータ解

析結果に基づき、大臣認定及び顧客

との契約の内容に適合することが明

らかなものを除く) 

<制振> 

○ 上記以外のもの(検査員証言･手書き

記録または検査機のデータ解析結果

に基づき、顧客との契約に適合する

とされたものを除く) 

 

｢② 特性値がわからないもの｣

と扱う 

 

特性値の判明しているダンパーを母

集団※とする｢減衰力の最大荷重値

(圧･伸別)に関する平均値±３σ｣を

算出し、これを用いて荷重-速度グラ

フを作成 

※ ３σ を算出する際の母集団には、検査機のデータ解析結果に基づき係数書換えの有無及び係数書換えがあった場合の係数(以

下、｢係数の値｣という)並びに原点調整の有無を特定したもの、検査員証言･手書き記録(2000KN 検査機による検査に係る手書

き記録を除く)に基づき係数の値及び原点調整をしていないこと(｢(圧側 2 波の最大値と伸び側 2 波の最大値の差)／平均減衰

力｣が一定数値以上となることをもって原点調整をしていないとみなしたものを含む)を特定したものを含めるものとする。 

(注) 追加事象の公表前等に、より絶対値の大きい減衰力の特性値を用いての構造安全性検証を完了している物件については、構造

再計算は不要であり、構造再計算の要否についての第三者機関からの見解の取得も不要である。 

 

別添 
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事 務 連 絡 

平成３０年１０月２９日 

各建築設計関係団体等の長 殿 

国土交通省 住宅局 建築指導課 

ＫＹＢ(株)及びカヤバシステムマシナリー(株)が製造した免震･制振ダンパー

を用いた建築物の調査における当面の安全性検証の方法について 

日頃より、当課の建築指導行政の推進にご理解ご協力賜りありがとうございます。 

さて、ＫＹＢ(株)及びカヤバシステムマシナリー(株)(以下、｢同社｣という)の免震･制振オイ

ルダンパーの大臣認定等不適合事案の発生を受け、当該事案に係る建築物については、年内を目

途に、対象建築物の設計者等の関係者と協力して、速やかに構造安全性検証をし、第三者機関の

確認を受けることを国土交通省から同社に指示したところです。 

今般、当面の構造安全性検証の方法を別紙のとおり定め、同社に送付しました。今後、同社か

ら、設計者へ検証の依頼がされることとなりますので、貴団体におかれましては下記についてご

承知おきいただくとともに、貴団体所属の関係する事業者、団体及び建築士に周知して頂きます

ようお願い申し上げます。  

記 

 別紙においては、構造再計算の前提条件となるオイルダンパーのデータについて、大臣認定又

は顧客契約の内容に不適合なものについては判明している特性値を使用して、また、データを書

き換えたかどうかがわからない等により特性値が不明のものについては同タイプのオイルダン

パーの判明している特性値を統計処理して得られる値を使用して、同社が、それぞれ物件ごとに

データ資料を作成することとしております。 

 同社には、別紙に基づきデータ資料を作成し、これを設計事務所等に提供して、検証を進める

よう指示しておりますので、同社から検証作業依頼等があった場合には、建築物の所有者、利用

者等の安全安心の確保の観点からご協力賜りますよう、お願い申し上げます。 

参考

　＊別紙は紙面枚数の関係上、本会報誌では省略しています。 
　　詳しくは協会ホームページ新着情報をご覧ください。

平成３０年１２月１４日  

 

一般社団法人 広島県建築士事務所協会 御中 

 

広島市都市整備局指導部建築指導課長  

 

平成３０年７月豪雨災害に伴う、確認申請等手数料免除期間の延長について（お願い） 

 

時下ますます御盛栄のこととお喜び申し上げます。日頃から、本市建築行政に御協力をいた

だき、厚くお礼を申し上げます。 

さて、平成３０年７月豪雨災害に伴い、本市では、確認申請等手数料の免除期間を平成３１

年（２０１９年）１月５日までとしていましたが、未だに仮住宅で生活する被災者は多く、被

災住宅の再建・修繕や新たな住まいの確保が十分に進んでいないことを考慮し、平成３１年 

（２０１９年）７月３１日まで延長することにしました。 

ついては、貴会におかれましては、別添のチラシを窓口に配置するなど、被災者への周知に

御協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

広島市都市整備局指導部建築指導課 

第二指導係 藤田 

T E L (082)504-2288 

F A X (082)504-2529 

E-mail kenchiku@city.hiroshima.lg.jp 
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平成３０年１２月１４日  

 

一般社団法人 広島県建築士事務所協会 御中 

 

広島市都市整備局指導部建築指導課長  

 

平成３０年７月豪雨災害に伴う、確認申請等手数料免除期間の延長について（お願い） 

 

時下ますます御盛栄のこととお喜び申し上げます。日頃から、本市建築行政に御協力をいた

だき、厚くお礼を申し上げます。 

さて、平成３０年７月豪雨災害に伴い、本市では、確認申請等手数料の免除期間を平成３１

年（２０１９年）１月５日までとしていましたが、未だに仮住宅で生活する被災者は多く、被

災住宅の再建・修繕や新たな住まいの確保が十分に進んでいないことを考慮し、平成３１年 

（２０１９年）７月３１日まで延長することにしました。 

ついては、貴会におかれましては、別添のチラシを窓口に配置するなど、被災者への周知に

御協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

広島市都市整備局指導部建築指導課 

第二指導係 藤田 

T E L (082)504-2288 

F A X (082)504-2529 

E-mail kenchiku@city.hiroshima.lg.jp 
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被災者の方が自ら使用するために行う建築物の建築、大規模の修繕及び擁壁の築造に

ついての確認申請等を広島市にする場合の手数料の免除期間は、これまで、平成３１年

（２０１９年）１月５日までとしていましたが、これを平成３１年（２０１９年）７月

３１日まで延長します。 

（広島市建築基準法施行細則第１１条関連） 

１ 対象行為 

(1) 建築物 

災害により建築物を滅失し、又は損壊した場合において、被災者自ら使用するため

に行う建築物の建築、又は大規模の修繕で、確認申請等を広島市に申請するもの 

(2) 擁壁 

   災害により擁壁を滅失し、又は損壊した場合において、被災者自ら使用する土地

の復旧のために行う擁壁の築造で、確認申請等を広島市に申請するもの 

２ 対象となる手数料 

(1) 確認申請手数料 

(2) 中間検査申請手数料 

(3) 完了検査申請手数料 

３ 対象期間 

災害の発生の日から平成３１年（２０１９年）７月３１日までに建築、大規模の修

繕、又は築造を行うもの 

４ 手続き 

「確認申請手数料等減免申請書」に「罹災証明書」を添えて、確認申請等を行う区

役所建築課へ提出 

５ お問い合わせ先 

都市整備局建築指導課 082-504-2288 安佐南区役所建築課 082-831-4952 

中区役所建築課 082-504-2579 安佐北区役所建築課 082-819-3938 

東区役所建築課 082-568-7745 安芸区役所建築課 082-821-4929 

南区役所建築課 082-250-8960 佐伯区役所建築課 082-943-9745 

西区役所建築課 082-532-0950   
 

平成３０年７月豪雨災害に伴う、 

建築確認申請等手数料の免除期間の延長について 
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本市では、地震時におけるブロック塀等の倒壊等による被害を防止し、市民の安全を守るため、

危険な民間ブロック塀等の撤去費用の一部を補助する制度を創設しました。

◆補助の内容◆

１ 補助対象ブロック塀等

道路に面する高さ１メートル以上のブロック塀等（コンクリートブロック、れんが、石等の

塀）で危険性を有するもの

２ 補助額

撤去費用の３分の２（上限１５万円）

※ 隣地境界のブロック塀等の撤去や新たに設ける塀等の設置に要する経費などは対象外

となります。

３ 注意事項

・年度内 平成３１年３月３１日まで にブロック塀等撤去工事を完了させる必要があります。

・補助金の交付決定前に、ブロック塀等撤去工事の契約をしないでください。補助金の交付

決定前に、当該契約を行った場合は、補助の対象外となります。

申請方法等については、裏面をご覧ください。

ブロック塀等の撤去費用の一部を補助します！！

～平成 年度広島市民間ブロック塀等撤去補助事業のご案内～ 
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◆申請方法等◆

１ 申請期間

平成３１年１月１６日 水 から平成３１年２月２８日 木 まで （予算の範囲内で先着順）

２ 申請方法

「平成３０年度広島市民間ブロック塀等撤去補助事業申請書」 以下「申請書」という。 及び

「安全性に係るチェックリスト」に次の書類を添えて、下記３の申請先へ持参又は郵送（当日消

印有効）してください。

⑴ ブロック塀の所有者を確認できる書類

⑵ 所有者が本市市税の滞納がないことを証する書類

⑶ 所有者と管理者の関係及び所有者が承諾した旨を証する書類 管理者が申請する場合

⑷ 区分所有の場合は、管理団体の議決書等、共同所有の場合は、共有者全員の同意書

⑸ 付近見取図

⑹ 配置図（敷地及び道路に面しているブロック塀等の位置関係を示すもの）

⑺ 道路に面しているブロック塀等の高さ、厚さ、長さなどを示す図面

⑻ 現況写真（カラー・全景、近景、傾き、著しいひび割れや損傷の有無等の状況がわかるもの）

⑼ 撤去工事に要する経費に係る見積書

⑽ 課税事業者届出書（対象者のみ）

注： 申請書等の様式については、下記３の申請先又は各区役所建築課で配布しています。また、

広島市ホームページからダウンロードもできます。

３ 申請先

〒 広島市中区国泰寺町一丁目 番 号

広島市 都市整備局 指導部 建築指導課（市役所本庁舎６階）

４ 補助金の交付決定

申請書等の受付後、申請内容を審査の上、補助金交付の可否について書面により申請者に通知

します。

◆注意事項◆

１ 申請に当たっては、塀の状況がわかる写真などを準備の上、事前に、建築指導課に申請に必要

な事項などについて確認していただくようお願いします。

２ 年度内 平成３１年３月３１日まで にブロック塀等撤去工事を完了させる必要があります。

３ 補助金の交付決定前に、ブロック塀等撤去工事の契約をしないでください。補助金の交付決定

前に、当該契約を行った場合は、補助の対象外となります。

４ 「広島市民間ブロック塀等撤去工事補助事業」（補助金交付申請書等の様式を含む）、について

は、本市ホームページに掲載しています。次の順にお進みいただきご覧ください。

「広島市トップ」－「産業・雇用・ビジネス」－「建築」－「既存建築物の安全対策」－

「民間ブロック塀等の安全対策」

【お問い合せ先】 広島市 都市整備局 指導部 建築指導課

〒 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

電話 ／

Ｅメール
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＜月　間　行　事＞
� 平成31年1月1日～平成31年1月31日　
⃝１月９日　　広島県消費生活課建築相談　　　　　於：広島県生活センター� 苗村住宅委員出席
⃝１月１０日　　住生活月間実行委員会運営委員会　　於：広島県庁自治会館� 大木主任出席
⃝１月１１日　　平成３１年新年互礼会　　
　　　　　　　　　於：リーガロイヤルホテル広島� 来賓４２名・正会員８０名・賛助会員８２名出席
⃝１月１２日　　建築物耐震診断等評価委員会
⃝１月１３日　　建築物耐震診断等評価委員会
⃝１月１４日　　総合資格学院合格祝賀会
　　　　　　　　　於：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島� 河原専務理事出席
⃝１月１５日　　（一社）日本電設工業協会中国支部・（一社）広島電業協会新年名刺交換会
　　　　　　　　　於：リーガロイヤルホテル広島� 安藤副会長出席
⃝１月１６日　　情報・編集委員会
　　　　　　　（一社）日本塗装工業会広島県支部・日本塗料商業組合広島県支部塗料業界新年互礼会
　　　　　　　　　於：ホテルメルパルク広島� 河原専務理事出席
⃝１月１７日　　防火設備定期検査業務基準に関する講習会� ８名出席
　　　　　　　特定建築物定期調査基準に関する講習会� �1４名出席
⃝１月１９日　　岸田文雄後援会新年互礼会
　　　　　　　　　於：リーガロイヤルホテル広島� 衣笠会長・豊田政研会長出席
⃝１月２２日　　管理建築士講習� 1６名出席
⃝１月２４日　　開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会
　　　　　　　　　於：福山市市民参画センター　� 15名出席
　　　　　　　広島市住宅相談　　　　　　　　　　於：広島市役所� 立石指導委員長出席
　　　　　　　（一社）広島県設備設計事務所協会平成３１年新年互礼会
　　　　　　　　　於：パルテ� 豊田副会長出席
⃝１月２５日　　（一社）日本建築構造技術者協会中国支部賀詞交歓会
　　　　　　　　　於：ホテルメルパルク広島� 岡本理事出席
⃝１月２６日　　建築物耐震診断等評価委員会
⃝１月２７日　　建築物耐震診断等評価委員会
⃝１月２８日　　マンション計画修繕部会
⃝１月３０日　　技術委員会

＜今後の行事予定＞
⃝２月１日　　第３６回協会親睦ボウリング大会　　　於：広電ボウル
⃝２月６日　　正副委員長会議
⃝２月１２日　　開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会　　於：広島商工会議所
⃝２月１３日　　マンションを中心とした改修工事における「ここが知りたいセミナー」
　　　　　　　第４回耐震改修工法勉強会
⃝２月２２日　　三役会・理事会
⃝３月７日　　正会員向けＰＲセミナー
⃝３月２９日　　三役会・理事会
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平成最後の新春を迎え1月11日の金曜日17：3０より、広島市中区のリーガロイヤルホテル広島に於
いて当協会恒例の新年互礼会を開催しました。
ご来賓には、田邉昌彦広島県副知事、松井一實広島市長、岸田文雄衆議院議員、山木靖雄広島県議
会議長、高山博州広島県議会議員並びに国・県・市の建築行政機関、建築関係団体、業界マスコミ関
係者等多数の方々、総勢２1０名の参加者のもとに盛大に開かれました。
衣笠会長は年頭の挨拶で、「協会では西日本豪雨の被災者の支援として、行政や関係団体と連携し
た建築相談等を行ったことで改めて協会の役割を認識したこと、広島県との『広域緊急輸送道路沿道
建築物の耐震化に関する協力協定』や建築物耐震診断等評価業務により、これからも積極的に建築物
の耐震化に取り組むこと、社会問題化している空き家問題も含め、行政などとも連携しながら建築物
の安全・安心の促進に努め、建築設計・工事監理のプロフェッショナル集団として社会的役割を果た
し、建築士事務所の社会的地位の向上を目指す。」と述べました。また働き方改革にも触れ、「様々な
業界で生産性の向上や業務の効率化など多様な働き方への対応が始まっており、皆様の意見を幅広く
聞きながら取り組んでいきたい」と述べました。引き続き、田邉昌彦広島県副知事、松井一實広島市
長、岸田文雄衆議院議員、山木靖雄広島県議会議長、高山博州広島県議会議員から当協会への期待を
込めた丁重なご祝辞をいただきました。
そして元廣清志広島県建築士会会長による乾杯のご発声で祝宴に入りました。和やかな雰囲気のも
と、県内の建築設計関係者が活気あふれる年になるよう、新年の決意を新たにお互いの飛躍、発展を
誓い合いました。そして当協会�安藤俊彦副会長の閉会挨拶により、盛会裡に終えることができまし
た。御参加いただいた皆様に感謝を申し上げますと共に、運営にあたりご協力いただいた皆様に厚く
お礼申し上げます。

平成31年　新年互礼会の開催

総務渉外委員会

新年の挨拶を行う衣笠会長
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祝辞をいただいた御来賓の皆様

田邉昌彦広島県副知事

岸田文雄衆議院議員

高山博州広島県議会議員

安藤俊彦副会長による閉会の挨拶

松井一實広島市長

山木靖雄広島県議会議長

元廣清志建築士会会長による乾杯のご発声

新年互礼会会場の様子
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　建設業界での女性の活躍を推進するため、広島県の主催で、呉工業高等専門学校の女子学生（1８

名）と建設業界で活躍する女性技術者（８名）との交流会が平成3０年1２月1８日に開催されました。当

協会からは、nestの高橋幸子さんと(株)村田相互設計の玉津智恵美さんが出席しました。

≪以下、広島県HPからの抜粋文≫

　参加した女子学生からは、「学生時代の課題と将来の仕事がどう関係するか」、「就職活動のモチベー

ションの維持」、「インターンシップと実際の仕事の違い」、「やりがい」、「仕事上の女性ならではの大

変なこと」、「休日出勤や残業」、「建築士の資格を取得するための勉強法」、「子育てと仕事の両立」な

ど、和気あいあいとした雰囲気の中で質問が飛び交いました。

建設業女性技術者交流会へ参加
高橋幸子さん（nest）、玉津智恵美さん（㈱村田相互設計）

女子学生との集合写真
（前列左端が玉津さん、前列左から4人目が高橋さん）

AAA広島 2019.214



　女性技術者からは、「社会に出て数年後の事例として、将来を考えるヒントになるような時間になっ

ていればと思います。」、「学生さんとの交流がメインになると最初は思っていたのですが、土木・建築

業界内で働いていらっしゃる女性の方々と待ち時間などにいろいろとお話できてとても楽しかったで

す。同業内でも女性同士の交流を持つ機会は今まで無かったので、今回のような機会はとても貴重で

した。」、「優秀な生徒さんたちが進学しない現実に驚きました。これだけ優秀な学生さんたちが、進学

をしないのはどうしてだろうと考えました。大きな夢は持たず、堅実に生きていこうとするのは時代

の流れなんだと感じました。」などの感想をいただきました。

≪以上、広島県HPからの抜粋文≫

女子学生とのグループトーク（奥中央が高橋さん）
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平成3０年1２月６日、広島県建築士事務所協会建築サロンにて「平成3０年度マンションを中心とした改
修工事におけるここが知りたい！セミナー：第３回建具改修工事編」が２４名の参加で開催されました。
建具改修のセミナーは、過去にも何回か開催されてきましたが、今回は講師として賛助会員の三和
シヤッター工業㈱様、関連会社の㈱シブタニ様、田島メタルワークス㈱様にお願いし、「マンション玄
関扉取替え工事について」、「かざすだけの鍵システムについて」、「集合郵便受けについて」のテーマ
について勉強いたしました。
「マンション玄関扉取替え工事について」では、近年マンションの扉の取替え工事は、気密性、断
熱性、遮音性、意匠性の向上をはかるために増加している。取替えの工法として①カバー工法②持出
し工法③扉交換工法があり、それぞれの特徴の違いについての説明がありました。そして同じマン
ションでも全ての扉サイズが違うため全ての扉の調査が必要であるという施工図作成にあたっての注
意がありました。またその他、玄関扉の熱反り、ステンレスの錆び、扉の結露についてなど扉につい
ての豆知識の説明もありました。
「かざすだけの鍵システムについて」では、ハンズフリーで便利になるだけでなく、特に共用部で
は居住者全員がシリンダーに鍵を差し込むことがなくなり、シリンダーの交換等のメンテナンスが少
なくなるという説明がありました。
「集合郵便受けについて」では、日本郵便規格寸法の大型郵便の投函が可能なものが増えてきてい
る等の話がありました。
セミナー最後に質疑応答があり、玄関扉の３つの工法のメリット、デメリットを再確認するような
内容のものが多かったようです。「建具改修」を主としたテーマは多岐にわたり、様々な視点でさらに
見識を深めたいものです。

マンションを中心とした改修工事における
ココが知りたい！セミナー　建具改修工事編レポート

次回のセミナー：第４回耐震改修工法編（講師㈱広島三友）は２月13日に建築サロンで開催されま
す。ご興味ある方は事務局（０８２-２２1-０６００）までお問い合わせください。　

マンション計画修繕部会　山下竜正

建具改修工事セミナーの様子
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（太平洋マテリアル㈱  中四国支社  広島営業部内）

☎　082-262-3110

☎　0849-33-4704

☎　0827-22-1266

☎　082-277-2371

☎　082-272-3773

☎　082-236-6333

㈱ 愛 晃

ア マ ノ 企 業 ㈱

㈱カシワバラ・コーポレーション

㈱ カ ネ キ

小 島 建 興 ㈱

㈱コンステック広島支店

☎　082-295-8600

☎　082-291-1631

☎　082-516-1070

☎　082-497-4777

☎　082-238-3511

三 共 化 学 工 業 ㈱

㈱ サ ン ゼ オ ン

㈱ テ ク シ ー ド

東興ジオテック㈱広島支店

宮 本 塗 装 工 業 ㈱

AAA広島 2019.2 17



AAA広島 2019.218



AAA広島 2019.2 19

Topics
建築士事務所協会の会員の皆様へ

いつでも どこでも らくらく手続き

新・ネット募集システム「建賠」

タート！！ 
「ネットで手続き」ス

2019年
4月1日保険始期

より

来春よりご加入方法が変わります！

❶ 構造設計業務ミスによる「構造基準未達」時の賠償事故を補償
❷ 建築基準法等における「法令基準未達」時の賠償事故を補償
❸ 建物調査業務（耐震診断等）中の賠償事故を補償

おすすめ
します！

▶日事連・建築士事務所  賠償責任保険とは・・・

（一社）日本建築士
事務所協会連合会
会員のための制度

国内建築物の設計・
監理業務を
包括的にカバー

発注者から
 大きな信頼

団体割引で
 加入可能

選べる5タイプ
基本補償プランの
支払限度額は

事務所の実態に合わせて
選択可能

保険料は
 損金処理可能
保険料は経費として

損金処理可能、お支払いは
便利な自動口座引落し

特約（オプション）で安心をプラス特約（オプション）で安心をプラスさらに ※会員のみ加入可能、別途特約保険料が必要

※ネットでのお申込みは、2019年1月上
旬から始まります。

有限会社  日事連サービス
日事連・賠償責任保険  取扱指定代理店 〒104-0032  東京都中央区八丁堀4-9-4  東京STビル3階  

TEL.03-3552-1077   FAX.03-3552-1066
E-mail : njs@nichijiren-service.com

資料請求、お問い合わせは下記にお申し付けください。

●この広告は、日事連・建築士事務所賠償責任保険の概要についてご紹介したものです。ご加入（同じ内容で更新する場合を含
みます。）にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。「重要事項説明書」には、ご加入または更新される保険
の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報、および、お客様にとっては不利益となる事項等、特にご注意いただきた
い情報を記載しております。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

18-TC01099　2018年9月作成〈幹事引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社〉

会員限定
割引
あり

賠償責任保険
〈建築家賠償責任保険〉

日事連・
建築士事務所

スタート前もご加入をお待ちしてお
ります。

「中途加入」受付中

アクセス日事連サービス
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弁護士相談サービス
スタート！

建賠保険ご加入の
建築士事務所の皆さまへ

会員
限定

解決を解決を解決をお悩みお悩みお悩み
サポートします！サポートします！サポートします！

建築士事務所の建築士事務所の建築士事務所の

日事連会員で日事連・建築士事務所賠償責任保険（建賠
保険）加入事務所が対象です。
2019年4月1日～2020年4月1日まで、年1回利用できます。
相談料は無料です。
電話、メールでの相談、弁護士事務所での相談（30分
程度）が可能です。弁護士法人匠総合法律事務所（東京、
大阪、名古屋、仙台、福岡）が対応いたします。
建賠保険指定代理店（有）日事連サービスが受付け、
弁護士事務所におつなぎします。

▶

▶
▶
▶

▶

※上記を超える詳細な相談は別途料金が発生します。

設計料を
払って
くれない

従業員と
賃金支払で
トラブル

◆サービス概要

施主と
デザインで
トラブル

耳   情報
よ
り

無料
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対応フロー図

（有）日事連サービスまでご連絡ください。

❶ ご連絡

❷ 報 告

❸ 

ア
ド
バ
イ
ス
実
施

クレーム、
業務上の事故、
トラブルの発生

日事連サービス

事故・トラブル相談窓口

受付時間／9：00～17：00（土日祝日、年末年始を除く）

事故・トラブル相談窓口

（有）日事連サービス
事故・トラブル相談窓口

会員様用「マイページ」にログイン後、お手続きください。

「弁護士相談 サービス」のご利用は・・・

◆保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつご相談時まで保険契約が継続している場合
に限ります。
◆本サービスは、有限会社日事連サービスを通じて提供します。
◆本サービスは一般的なご相談にお応えするサービスであり、具体的な業務（書類作成・自社株の株
価算定など）には対応いたしかねます。

ご利用に
あたっての
主な注意点

Webサイトで

03-6228-3009

FAXで 03-3552-1066

電話で

無料

建賠保険加入
建築士事務所施主等

弁護士事務所



法律に関するトラブル 

困ってませんか？  
 

あなたの事務所のリスク管理を協会が支援します！ 
 

 
 

 

建築設計・監理業務の法律関係のことでお困りの方、当協会の委託法律事務所が

無料で相談に応じます。 
 
※ 協会正会員に限ります。 

※ 委託法律事務所 ： 弁護士法人広島みらい法律事務所 

※ 相談に限り無料です。解決に向けて事件の受任を依頼する場合などは有料です。 

※ 委託法律事務所と利害関係のある案件を除きます。 
 

弁護士と面談までの手順～手続き簡単～ 

ステップ 1 ≪事務所協会で受付≫ 

① 広島県建築士事務所協会へ電話してください。 

② 事務所名、担当者名をお聞きします。 

※相談の内容については、事務所協会ではお聞きしません。 

まずは電話 082-221-0600 広島県建築士事務所協会まで 

 

ステップ 2 ≪法律事務所と電話でアポイント≫ 

あなたから委託法律事務所へ直接、電話していただきます。 

① 相談したい内容をお話しの上、面談の日時と場所を決めます。 

② 面談場所は、委託法律事務所内（広島市、大竹市、尾道市）です。 
 

ステップ 3 ≪弁護士と面談≫ 

① 委託法律事務所内において、弁護士と相談をしてください。 

※相談内容の詳細については法律事務所限りとし、事務所協会への報告は必要あ 

りません。 

建築士事務所のための法律相談窓口 
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4000

ホームページ http://www.bunka-s.co.jp/
本   社 〒113-8535 東京都文京区西片１丁目17-3 tel : 03-5844-7111
中四国支店 〒734-0013 広島県広島市南区出島2-4-49 tel : 082-256-6700

文化シヤッターにお任せください!!!2018年
度は広島県

の検査報
告受付

が始まり
ます。
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　新任理事の紹介ということで、事務局より「私とお酒」というお題を頂きました。
　広島へ来る前の赴任地の関西では、皆さんもよくご存知の灘と伏見という酒処があり、多くの種類
のお酒がありますが、広島にも、西条・呉・竹原・三次・・・と美味しいお酒を作る酒処が多いので
驚きました。お酒は、古来より清らかな水・お米・気候の三拍子が揃ってできる産物です。広島が、
酒造りに適しており、これほど多くの銘酒があるというのは、人々が生活する上で大切な物が、全て
揃っていることを表しているのだと思います。
　「郷に入っては郷に従え」ということで、お酒を飲むときは、出来るだけ広島のお酒を飲むように
しています。個人的には辛口よりも柔らかいお酒が好みですが、それぞれに個性があって、優劣付け
難くひとつに決められません。
　本社から来た人や県外から来た知人と飲むときは、必ず広島のお酒を勧めるようにしています。広
島のお店は県内各地のお酒を置いているので、ひとつの銘柄に絞らず、店員さんのお薦めやメニュー
の説明書きを参考にいろいろなお酒を飲むことがよくあります。
　先日、高知に住んでいる中学の同級生が広島に来た際、広島に住んでいる同級生と３人で食事を
した時も利き酒会になり、３人が別々の銘柄のお酒を注文し、交換して味見し、好きな銘柄を探す
といった具合でした。一人４種類４杯ずつ、計1２種類のお酒を楽しみました。高知の友人は竹原の
「幻」をはじめ、たくさんの銘柄をメモして帰りました。
　このような飲み方で日本酒を飲むといつも飲み過ぎて、翌朝反省の繰り返しですが、体に気を付け
つつ、今後もお酒を楽しみたいと思います。

大成建設㈱中国支店一級建築士事務所
加納　秀一　

　今年度、理事を拝命いたしました。事務所協会では情報・編集委員会の担当をしています。
　2012年10月に関西支店から異動して早や６年、時間が経つ速さに驚くばかりです。
　私は、大学入学までは岡山市に住んでいました。広島の言葉と岡山の言葉は、イントネーションな
ど似ているところが多いので、親しみやすくて、直ぐに慣れることができました。
　今後ともよろしくお願い致します。

第158回
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会員の皆様、「私とお酒」の投稿を随時募集しております。
　協会（電話（０８２）２２1－０６００）までお問い合わせください。



　私が初めて海外に行ったのは19８２年、２5歳の時でした。当
時はアンカレジ経由で、ヨーロッパに行くことが一般的でし
た。飛行機からの眺めに心をときめかせイタリアに到着しま
した。デザインの国イタリアしかもミラノを訪れることが目
的でした。ミラノ市内に入ると目に飛び込んでくるものがど
れも新鮮で感動することばかりでした。街並み、建築、自動
車、バス、鉄道、ストリートファニチャーなど、すべてが洗
練されたものでした。建築では歴史的な建物のほかジオ・ポ
ンティの作品を見て回りました。ミラノを見た後は、足を延
ばしてベネチア、フィレンツェ、ベローナに行きました。ベ
ネチアでは憧れのサンマルコ広場に行きました。カルロスカ
ルパのオリベッティのショールームを覗きました。フィレン
ツェはとても美しい街で、ドゥオモ他数多くの歴史的な建物
を見ました。町中に彫刻が置かれていました。ベローナでは
カステルベッキオを見ました。

　その２年後の19８４年にはフランス、ベルギー、スペイン、
ドイツに行きました。フランスではパリを訪れ、ポンピドー
センター、スイス学生会館などの有名な建築を見て回りまし
た。スペインではバルセロナに行きサグラダファミリア、グ
エル公園を始めガウディの建築を数多く見ました。ガウディ
独特のフォルムが違和感なく、街並みに溶け込んでいたのに
は驚きでした。

　19８5年には、会社の海外視察団に加わってアメリカに行き
ました。17の都市と２3０の建築を３週間かけて、見て回りま
した。アメリカの優れた建築を見て感動しました。また国土
のスケールの大きさには驚かされました。ルイス・カーン、�

株式会社竹中工務店
広島一級建築士事務所

 � 仲西　慶三
出身：山口県
趣味：旅行、写真、音楽鑑賞

第91回

私と海外

海外視察団（左から2人目が筆者）

キンベル美術館　（フォートワース・1985）

シアーズタワー（現 ウィリス・タワー）
（シカゴ・1985）
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私の
お気に
入り

「私のお気に入り」は、協会ホームページ内（https://h-aaa.jp）の「京口門日記」に
カラー版を掲載しております。



ＳＯＭ、フィリップジョンソン、ミース、フラ
ンクロイドライト、シーザー・ペリ、リチャー
ドマイヤーなどの著名な建築を見て回り刺激
を受けました。中でも、キンベル美術館・落水
荘・シアーズタワーが強烈な印象として残って
います。

　その後199０年には再びフランスを訪れ、オー
ストリアにも行きました。２０００年にはインドネ
シアのバリ島、２０15年には中国の上海、２０1６年
には香港・マカオ、２０1８年にはシドニーを訪れ
ました。パリのグランプロジェクト、ウィーン
のハンス・ホライン、アドルフ・ロース、オッ
トー・ワーグナー、香港上海銀行、中国銀行本
店、シドニーのオペラハウスなどは見ごたえが
ありました。

　海外で感じることは、それぞれの国にはそれ
ぞれの国の歴史と文化があり、楽しくもあり、
刺激的でもありますが、日本を知る上でも大い
に役立つということです。そして日本の良さを
再認識できることです。まだこれから先は長い
ので、海外を訪れ、楽しんで来ようと思ってい
ます。 マカオ市街 （2016）

グッゲンハイム美術館（左）・ニューヨーク近代美術館増築
（ニューヨーク・1985）

シドニー市街（左）・オペラハウス　（シドニー・2018）
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会員の皆様、「私のお気に入り」の投稿を随時募集しております。
　協会（電話（０８２）２２1－０６００）までお問い合わせください。



編　集　後　記

昨夏、情報編集委員を拝命しましたが７月の豪雨で自宅が被災してしまい、とても編集どころでは
ないと思っていました。梅の花の季節を迎えようやくペースがつかめてきたかなぁと感じています。

当協会の編集作業と設計業務は似ているところがあります。全体を把握し構成を考える。全体のバラ
ンスを整え、ポイントを絞ってストーリーを考える。個別の構成要素を吟味する。最後に全体を俯瞰し
てもう一度バランスを確かめる。文字にするとこんな感じですが、それなりに楽しんでやっています。

構成と言えば、先日の箱根駅伝を見ていると人間がやることは予定通りにいかないことがわかりま
す。広島ゆかりのあの監督が苦心してベストと思える人選を構成しても、調子がわるかったり期待に
応えようと力んだりします。そこが人間味を感じて面白いところです。

昨今紙上を賑わせているゴーンさんや1００万円を1００人に配った人も着想は抜群と思いますが、人の
こころという要素が構成の中に入っていないと感じるのは私だけではないはずです。

我がカープは選手構成は良い感じで来ていますので、ぜひとも人の成長する姿で楽しませてくれる
はずです。

� 山本　英広　 　　

（正会員）
　1．登録申請者変更
　　○㈱大和興産一級建築士事務所
　　　新：代表取締役　宮城　城児� � � � 　旧：代表取締役　水田　優樹
　　○㈱ウエストエネルギーソリューション一級建築士事務所
　　　新：代表取締役　江頭　栄一郎�� � � 　旧：代表取締役　永島　歳行

　1．事務所所在地変更
　　○勢村大谷建築設計事務所
　　　新：安芸郡府中町桜ケ丘２1－11－1� � � 　旧：安芸郡府中町桜が丘２1－11－1０1
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